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技術資料等説明書 

 

 

 国土交通省九州地方整備局「八代河川国道事務所管内における災害時等応急対策に関する基本協定

（流量検討・河道計画検討部門）」の締結企業については、関係法令に定めるもののほか、この技術

資料等説明書によるものとする。 

 

１．公告日  令和８年１月３０日 

 

２．公告者  国土交通省九州地方整備局 八代河川国道事務所長 飯島 直己 

               熊本県八代市萩原町１丁目７０８－２ 

 

３．基本協定の概要等 

（１）基本協定の目的 

    本協定は、八代河川国道事務所が管理する直轄区間等において災害が発生した場合若しくは

災害の発生が予測された場合に備え、あらかじめ特定の企業と協定を締結することにより、災

害時等応急対策業務（流量検討・河道計画検討）を迅速に実施するための体制を確立するもの

であり、もって地域の安全確保、早急な施設の保全・復旧及び被害の拡大防止に資することを

目的とする。なお、八代河川国道事務所管理区間外において広域的な支援が必要となる場合に

は、本協定に基づく対応を行う場合がある。 

（２）協定対象区域 

       本協定の対象区域は、主に八代河川国道事務所が管理する河川事業の管内とする。 

    ただし、当事務所が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第二

十七条の規定に基づき管理区間外の事務を行う場合には、その事務を行う範囲を対象区域とす

る。また、「九州地方整備局防災業務計画書」に基づき災害対策本部長または災害等支援本部

長等から応援要請があった場合、その他八代河川国道事務所長が必要と判断した場合は、当該

区域を対象区域とする場合がある。 

（３）協定期間   

    令和８年４月１日（予定） ～ 令和９年３月３１日 

（４）協定締結企業の企業数及び選定方法 

     本協定締結の対象企業数は２社程度を予定している。 

    協定締結企業の選定は、応募のあった企業の中から以下の内容を総合的に判断して選定する。

①４．に掲げる応募資格要件を満たしている者。 

②業務実施体制及び業務実績等の経験・能力など災害時における履行の確実性。 

（５）協定締結後の業務等の請負契約 

    本協定締結後、災害等が発生した場合において当事務所が緊急的に業務を実施する必要があ

ると判断した場合は、対象企業に対して、必要となる業務等の実施を要請するものとし、あわ

せて両者は速やかに業務請負契約を締結するものとする。 

但し、本協定を締結した場合でも災害等の発生がなかった場合は、業務は行わない。 

４．応募資格要件   

（１）予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)(以下「予決令」という。) 第 70 条及び第 71 条の

規定に該当しない者であること。 

（２）九州地方整備局(港湾空港関係を除く)における令和７・８年度土木関係建設コンサルタント業

務に係る一般競争(指名競争)参加資格の申請を行っていること。 
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九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７・８年度土木関係建設コンサルタント業

務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を令和８年４月１日時点において受けていること。

なお、認定がなされない場合には、提出された申請書を無効とする。 

（３）九州地方整備局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止の措置を受けている期間中で

ないこと。 

（４）会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者、又は民事再生法に基づき再生手

続開始の申立てがなされている者でないこと。 

（５）警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者、又はこれに準ずるものとして、

国土交通省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。  

（６）福岡県、長崎県、佐賀県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県内に本店又は支店等営業所（一

般競争（指名競争）参加資格審査申請書に記載された本店又は支店等営業所の住所による。）を

有していること。 

（７）平成２７年度～令和６年度に完了した業務において、国、県（政令市を含む）・機構等が発注

した河川に関する流量検討・河道計画検討業務の実績があること。 

（８）平成２７年度以降公示日までに完了した業務のうち、国土交通省発注業務(港湾空港関係を除く)

の平均業務評定点が 60 点以上であること。ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評

価できない場合、又は「地方整備局委託業務等成績評定要領」に基づく国土交通省発注業務(港湾

空港関係を除く)の実績がない場合は、この限りではない。 

（９）緊急業務に対応する体制として、1 名以上の技術士(総合技術監理部門 建設関連科目又は建設

部門)もしくは RCCM（河川、砂防及び海岸・海洋部門）の資格を有する者を早急に対応させる

ことができること。 

（10）緊急業務に対応する体制として、概ね２時間以内に八代河川国道事務所に参集することができ

る体制を確保できること。 

 

５．基本協定締結者の選定方法 

（１）基本協定の締結は、４．に掲げる応募資格要件を満たしている者。 

（２）申請書及び技術資料に基づき、災害時における履行の確実性について評価・選定する。 

 

６．協定締結応募資格の確認等 

（１）本協定締結を希望する企業は、次に掲げるところにより申請書等を提出し、応募資格の有無に

ついて確認を受けなければならない。 

   なお、期限までに申請書及び技術資料等を提出しない者並びに応募資格がないと認められた者

は、本協定締結に参加することができない。 

①  提出期間：令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１６日（月）までの土曜日、日曜

日及び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで 

②  提出場所：〒866－0831 熊本県八代市萩原町 1 丁目 708－2 

       国土交通省 九州地方整備局 八代河川国道事務所 流域治水課 

  電話 0965-32-7551(直通)  FAX 0965-32-1688(直通） 

            担当 ： 流域治水課長（内線 351）、流域調整係長（内線 354） 

③ 提出方法：持参又は郵送等 （郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。

提出期間内に必着。） により提出する。 

（２）申請書は、別紙「様式－１」により作成し、会社の代表印を押印すること。 

（３）参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和８年３月

６日（金）までに書面またはＦＡＸにより通知する。 
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７．参加資格がないと認めた者に対する理由の説明 

（１）参加資格がないと認められた者は、当職に対して参加資格がないと認めた理由等について、次

により書面にて説明を求めることができる。（様式は自由とする。） 

    ①  提出期限：令和８年３月１３日（金） １７時００分。 

    ②  提出場所：上記６．（１）② に同じ。ＦＡＸ番号：０９６５－３２－１６８８ 

    ③ 提出方法：ＦＡＸ又は持参、郵送等（郵送は書留郵便に限る。）により提出する。 

     （注）ＦＡＸで提出した場合は、ＦＡＸ送信後、八代河川国道事務所流域治水課長へ電話で確認

すること（不在の場合は流域治水課職員で可）。 

（２）当職は、説明を求められたときは、令和８年３月２３日（月）までに説明を求めた者に対し、

書面またはＦＡＸにより回答する。 

 

８．申請書、技術資料の作成要領及び留意事項 
 

（必須） 

記 載 事 項  内 容 に 関 す る 留 意 事 項 

(１) 申請書 

［様式－１］ 
様式は［様式－１］とし、必ず会社の代表者印を押印すること。 

(２) 企業の実績 

［様式－２］ 

 

様式は［様式－２］とし、平成２７年度～令和６年度に完了した業務におい

て、国、県（政令市を含む）・機構等が発注した河川に関する流量検討・

河道計画検討業務の実績より、３件まで記載する。 

実績の記載は八代河川国道事務所が発注した業務を優先し記載する。 

(３) 技術者の資格 

［様式－３］ 

 

様式は［様式－３］とし、４．（９）を満たす技術者を記入する。また資格

の確認できる資料を提出する。 

 ①技術士（総合技術監理部門 建設関連科目、建設部門）、又は RCCM

（河川・砂防及び海岸・海洋部門）を有する者について、３名を上限に記載

する。 

 

（その他） 

 

  

(４）企業の表彰 

［様式－２］ 

様式は［様式－２］とし、九州地方整備局発注業務で直近２ヶ年（令和５年

度・令和６年度完了業務）における、「河川」の局長表彰又は事務所長表彰

の有無を記載する。記載した表彰について、表彰状の写しを添付すること。 

(５) 簡易な 

業務計画 

様式は［様式－４］とし、災害に備え、早期に出動するための体制及び業務

実施体制について記載する。 

(６) アクセス 
様式は［様式－５］とし、八代河川国道事務所までの距離、移動時間等を記

載すること。 
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９．評価に関する事項等 
 

 （必須） 

評 価 項 目 評   価   内   容 

業務実施体制 

（様式－３により評価） 

・応募資格要件４．（９）を満たす技術者の在勤人数。 

①技術士（総合技術監理部門 建設関連科目、建設部門）、又は RCCM（河川・

砂防及び海岸・海洋部門）の在勤人数 

業 務 実 績 

（様式－２により評価） 

・過去１０ヶ年度（平成２７年度から令和６年度）に完了した国、県（政令市を

含む）・機構等の発注の業務実績件数 

実績の記載は八代河川国道事務所が発注した業務を優先し評価する。 

■業務成績の評価 

・九州地方整備局発注（九州管内事務所の発注業務含み）の過去２ヶ年度（令和

５年度・令和６年度）における業務の平均点 

 

（その他） 

評 価 項 目 評   価   内   容 

企業の表彰 

 

（様式－２により評価） 

・九州地方整備局発注業務で直近２ヶ年（令和５年度・令和６年度完了業務）に

おける「河川」の局長表彰又は事務所長表彰の有無 

簡易な業務計画 
（様式－４により評価） 

早期に出動するための体制及び災害を想定した業務実施体制が適切であること。 

ア ク セ ス 

（様式－５により評価） 

おおむね２時間以内に八代河川国道事務所に参集することができない場合は、

選定しない。 

                                                                            

10．基本協定に関する手続等 

（１）担当部局は、上記６．（１）②に同じ。 

（２）技術資料等説明書の交付期間、場所及び方法 

① 交付期間：令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１６日（月）までの土曜日、日曜日及

び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで。 

  ② 交付場所：〒８６６－０８３１ 熊本県八代市萩原町１丁目７０８－２ 

         国土交通省九州地方整備局 八代河川国道事務所 流域治水課 

  ③ 交付方法：手渡し、または事務所 HP にて交付する。 

（３）協定締結参加資格確認申請書等の提出期間、場所及び方法 

① 提出期間：令和８年１月３０日（金）から令和８年２月１６日（月）までの土曜日、日曜日及

び祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで 

  ② 提出場所：上記６．（１）②に同じ。 

③ 提出方法：持参又は郵送等 （郵送は書留郵便に限る。託送は書留郵便と同等のものに限る。

提出期間内に必着。） により提出する。 
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11．技術資料等説明書に対する質問 

（１）この技術資料等説明書に対する質問がある場合においては、次により提出すること。 

① 提出期間：令和８年１月３０日（金）から令和８年２月６日（金）までの土曜日、日曜日及び

祝日を除く毎日、９時００分から１７時００分まで 

② 提出場所：上記６．（１）② に同じ。ＦＡＸ番号：０９６５－３２－１６８８ 

③ 提出方法：ＦＡＸ、持参又は郵送等 （郵送は書留郵便に限る。）により提出する。 

           （注）：ＦＡＸで提出した場合は、ＦＡＸ送信後、八代河川国道事務所 流域治水課

長へ電話で着信確認すること（不在の場合は流域治水課職員で可）。 

（２）（１）の質問に対する回答は、書面により令和８年２月１０日（火）までに行う。 

 

12．協定締結業者の選定及び通知 

    本協定の締結企業は、技術資料等に基づき評価・選定する。その結果は、令和８年３月６日（金）

までにＦＡＸにて通知し、その後郵送にて送付する。 

 

13．その他 

（１）申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

 (２）当職は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。 

（３）提出された申請書及び技術資料等は、返却しない。 

（４）提出期間を過ぎてからの申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。 

 


